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政
令
第

号

道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き

、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
第
二
項
第
二
号
中
「
自
動
収
受
シ
ス
テ
ム
の
」
の
下
に
「
普
及
の
促
進
及
び
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
九

号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

五

踏
切
に
お
け
る
警
報
機
そ
の
他
の
道
路
交
通
の
制
限
又
は
遮
断
に
係
る
設
備
を
制
御
す
る
シ
ス
テ
ム
の
高
度
化
に
関
す

る
調
査
（
踏
切
及
び
そ
の
周
辺
の
道
路
交
通
の
円
滑
化
に
必
要
な
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
事
業

六

駐
車
場
に
お
け
る
自
動
車
そ
の
他
の
車
両
の
出
入
を
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
又
は
駐
車
場
の
利
用
に
関
す
る
情
報
を
収
集

し
、
及
び
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
の
高
度
化
に
関
す
る
調
査
を
行
う
事
業

七

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ
の
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
そ
の
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路
線
の
全
部
又
は
一
部
が
高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
自
動
車
の

位
置
、
発
着
時
刻
そ
の
他
の
運
行
状
況
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
及
び
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
関
す
る
調
査
を

行
う
事
業

八

道
路
を
利
用
し
て
歩
行
者
の
通
行
又
は
移
動
の
円
滑
化
に
必
要
な
情
報
を
収
集
し
、
及
び
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
の
整
備

に
関
す
る
調
査
を
行
う
事
業

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

道
路
整
備
費
に
係
る
道
路
の
新
設
、
改
築
、
維
持
及
び
修
繕
に
関
す
る
事
業
に
密
接
に
関
連
す
る
事
業
と
し
て
、
有
料
道
路

の
料
金
の
自
動
収
受
シ
ス
テ
ム
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
調
査
を
行
う
事
業
等
を
追
加
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


